
 

智頭町の火葬事務加入について 

 

１ 加入申出 

  平成３０年１２月１７日付けで智頭町から加入の申出がありました。 …裏面参照 

   ◆加入時期 … 平成３１年４月１日 

 

２ 今後の手続等 

■１市４町 … 鳥取県東部広域行政管理組合規約変更の議決 

  ■東部広域 … 上記を受けて県へ規約変更の届出 

３ 加入に伴う臨時負担金について 

 ⑴ 算出の考え方 

   ｱ) 智頭町以外の市町が因幡霊場の建設費として過去に負担した額を智頭町が当

初から加入していたものと仮定して、智頭町を含めた各市町の当時の負担割合

（国調人口割：１００％）で再計算し、智頭町における負担金相当額を算出し

ます。 

   ｲ) 算出した額のうち、施設に係るものについては、耐用年数を５０年とし経過

年数（２１年）を勘案します。（施設費分） 

   ｳ) 旧因幡霊場の敷地は、現在の因幡霊場駐車場として利用していることから用

地費造成費に係る負担金相当額を加えます。 

 

 

          ＝        ＋        ＋   

 

 

 

⑵ 算出額 

 64,589千円（①50,508千円 ＋ ②10,753千円 ＋ ③3,328千円） 

 

 ⑶ 受け入れの取り扱い方針 

   東部広域が３年間（平成３１～３３年度）で分割して受け入れ、他の市町の火葬

場費負担金に充当。（※１市３町の負担金は、これを差し引いたものになります。）

 

４ 火葬場費負担金に係る実績割の取り扱い方針について 

  平成３１年度分（平成２９年１２月１日から平成３０年１１月３０日の実績）につ

いては、東部広域が把握している智頭町民の因幡霊場利用件数と、智頭町が把握して

いる智頭町火葬場の実績との合計を負担金算定における実績とします。 

 目 項 付日

2. 7(木) 東部広域議会定例会（全員協議会で加入申出の報告） 

2月下旬～ 各市町議会定例会（組合規約変更の議案上程） 

5月予定 東部広域議会臨時会（臨時負担金等について補正予算計上） 

臨時負担金 

①因幡霊場の施設
建設に要した費
用のうち

施設費分 

②因幡霊場の施設
建設に要した費
用のうち

用地費造成費分

③旧因幡霊場の施設
建設に要した費用
のうち

用地費造成費分 

（経過年数を勘案）
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